
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地震に伴う「経済上の理由」により休業を余儀なくされた事業

所の事業主が、労働者に休業手当を支払った場合、雇用調整助

成金を利用できます（熊本地震の影響による休業であれば熊本

県以外の事業所でも利用できます）。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地震により休業している事業主・労働者の皆様へ 

～休業や一時離職する場合の給付金のお知らせ～ 

 

○ 雇用保険に６ヶ月以上加入している等の要件を満たす方が対象です。 

○ 熊本県内の事業所が災害により、休止・廃止した場合が対象です。 

○ 災害による交通の途絶や遠隔地への避難などにより、居住地を管轄するハローワ

ークに来所できないときは、お近くのハローワークで手続きが可能です。 

（受給手続きに必要な確認書類がない場合でも手続きできます。ハローワークにご相

談ください。） 

※制度利用に当たっての留意事項 

本特別措置制度を利用して、失業給付の支給を受けた方については、休業が終了

し、雇用保険被保険者資格を取得しても、当該休業前の雇用保険の被保険者であっ

た期間は通算されませんので、制度利用にあたっては、ご留意をお願いします。 

詳細な内容や、お困りのことがあれば、裏面へご相談ください。 

②地震に伴う経済上の理由により労働者を休業させる場合 

 

○ 労働者に支払った休業手当相当額の２／３（中小企業の場合）を助成します。 

○ 地震に伴う「経済上の理由」とは、例えば次のような場合が該当します（なお、地震

による事業所・設備の損壊を直接的な理由とした休業は対象となりません） 

・ 取引先の地震被害のため、原材料や商品等の取引ができない場合 

・ 交通手段の途絶により、来客がない、従業員が出勤できない、物品の配送ができない場合 

・ 電気・水道・ガス等の供給停止や通信の途絶により、営業ができない場合 

・ 風評被害により、観光客が減少した場合 

 

① 熊本県内の事業所が地震により直接被害を受け、労働者 

が休業又は一時離職する場合 
 

地震の時点で熊本県内の事業所で勤務していた方が、災害により休業

した場合や一時的に離職した場合（雇用予約がある場合も含みます）は、

雇用保険の失業手当を受給できる特例措置があります。 
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岩手労働局管内ハローワーク一覧表 

①事業所が地震により直接被害を受け、労働者が一時離職する場合【雇用保険特例措置】 

②地震に伴う経済上の理由により労働者を休業させる場合【雇用調整助成金】 

次のハローワークの雇用調整助成金のご相談は、助成金相談コーナーへ 

【 盛岡・沼宮内・釜石・遠野・二戸・久慈 】 

労働局・ハローワーク 所在地 電話番号 

岩手労働局職業安定部 
職業安定課 

〒020-8522 
盛岡市盛岡駅西通 1-9-15 
盛岡第 2合同庁舎５F 

019－604－3004 
(助成金の相談は下記のｺｰﾅｰへ) 

ハローワーク盛岡 
〒020-0885 
盛岡市紺屋町 7-26 

019－624－8907 
(助成金の相談は下記のｺｰﾅｰへ) 

ハローワーク沼宮内 
（出張所） 

〒028-4301 
岩手郡岩手町大字沼宮内 7-11-3 

0195－62－2139 
(助成金の相談は下記のｺｰﾅｰへ) 

ハローワーク釜石 
〒026-0043 
釜石市新町 6-55 

0193－23－8609 
(助成金の相談は下記のｺｰﾅｰへ) 

ハローワーク遠野 
（出張所） 

〒028-0524 
遠野市新町 2-7 

0198－62－2842 
(助成金の相談は下記のｺｰﾅｰへ) 

ハローワーク宮古 
〒027-0038 
宮古市小山田 1-1-1  宮古合同庁舎 1F 0193－63－8609 

ハローワーク花巻 
〒025-0098 
花巻市材木町 27-10 0198－23－5118 

ハローワーク一関 
〒021-0026 
一関市山目字前田 13-3 0191－23－4135 

ハローワーク水沢 
〒023-8502 
奥州市水沢区東中通り 1－5－35 0197－24－8609 

ハローワーク北上 
〒024-0091 
北上市大曲町 5-17 0197－63－3314 

ハローワーク大船渡 
〒022-0002 
大船渡市大船渡町字赤沢 17-3 
大船渡合同庁舎 

0192－27－4165 

ハローワーク二戸 
〒028-6103 
二戸市石切所字荷渡 6－1 
二戸合同庁舎 1F 

0195－23－3341 
(助成金の相談は下記のｺｰﾅｰへ) 

ハローワーク久慈 
〒028-0051 
久慈市川崎町 2-15 

0194－53－3374 
(助成金の相談は下記のｺｰﾅｰへ) 

労 働 局 所在地 電話番号 

岩手労働局 職業対策課分室 

  助成金相談コーナー 

〒020－0045 

盛岡市盛岡駅西通 2－9－1 

マリオス ６階 

 

019－606－3285 

 


